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1.はじめに

毎年一定量の生産・納入が義務づけられてき

た主穀類生産と異なり， I噌好品的作物」や「工

芸作物」が，近世において生産を担ってきた農

民の「生活」の中で果たしてきた「機能」を分

松村祝男

で見る限り，特定品目の生産量や地域的に特化

した傾向から，各地での発達状況が推測できる。

蜜柑・干柿・もも・ぶどうなどのいわゆる「名

産地」と称せられた産地が，これにあたる。ま

た『日本の蜜柑』引には， Ii明治十年物産表』

に掲載されていないが，近世段階ですでに「産

地」として台頭していたと考えられるいくつか

の産地が記録されてしる。さらに，伝統的柑橘

産地において刊行されてきた「果樹園芸史」の

類は，各々の地域で近世の末期に「商品」とし

て柑橘類が取り引きされ，生産者の家計経済に

大きな機能を果たしていたことを指摘している。

しかし，これらに基づく実態は，残存文書の

制約のため，各々の地域において断片的で，一

定の時間的経過の中で柑橘がどのように「商

析することは，たとえ資本制社会以前において 品」としての性格を形成してきたか，またいか

一般的に指摘されているように「価値法則」の なる生産構造の下で生産が担われてきたかとい

貫徹がみられないとしても，作物の生産を通し った問題は，十分に言及されているわけで、はな

てみた地域社会で・の前期資本の形成や，当該時 ぃ。

期における地域経済の構造実態を解明すること 本稿は， Ii河内町史.Jj4) (熊本県熊本市)の編

に連なる。 纂過程で発掘された地方文書と，熊本県立図書

近世末期に前期資本主義的生産がわが国の農 館が保存する藩政文書5) を手がかりに，従来資

村においてかなり広範な形で発達していたこと

を，古島敏雄は指摘している九また，宮崎安

貞の「農業全書Jや大蔵永常の『公益国産考』

の刊行は，それなりの時代的背景を伴ったもの

とみることができる。さらに「噌好品的作物」

や「工芸作物」にみられる栽培地域と作目の

「特化傾向」が，近世段階の生産実態を継承し

ていると指摘されている『明治十年物産表』町

料的制約などによって十分に言及されてこなか

った，近世中・後期における柑橘の商品化過程

と販売価格および生産構造のー側面を解明し，

近世段階における一地方の村落経済に果たした

柑橘栽培の機能，およびその特質について若干

の考察を試みようとするものである。
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II. 資料の吟味と問題の担定

戦後，わが国では多くの伝統的果樹栽培地域

において，生産の担い手層に焦点を当てた「果

樹農業発達史」の類が刊行され，地域農業の発

展過程を解明するうえで大きな業績を上げてき

たB)。 また， これらの文献を「資料」として，

とくに近代以降の産地形成に関わる理論的・実

証的分析が積み上げられてきている 7)。 これに

対して近世に関する研究は，資料的制約を受け

て，生産の担い手層に焦点を当てた産地形成や

生産構造に関わる研究が，着実に積み上げられ

てきているとは言いがたい。

こうした現状は，近世における地域研究が，

いわゆる「文献史学」的手法を活用しなくては

ならないため，地方文書や藩政文書の中から柑

橘栽培に関わる記録を抽出し，これを補足する

ために古木調査・口伝・石文などを活用せざる

を得ず，そこには一定の資料的限界が存在して

きた。たとえば，基礎的食生活を充足しない柑

橘の場合， r小物成」程度の公租の対象でしか

なく，したがって近世研究に不可欠な年貢皆済

帳など主要文書に，園地(土地)所持者別栽培

面積など当該時期の生産構造を知り得る記録が

ほとんど残存していない。 このため， 多くの

「果樹発達史」では，近世における産地の解明

が「生産構造」の解明にまで至らず，各産地の

「栽培の時間的長短」を実証する程度に留まら

ざるを得なかった。

このような一般的状況の中で，熊本市河内町

には，ー集落〔近世段階の自然村) ・特定栽培
おあと

農家に限定されるものの， 11吉凶後鑑録JJ(尾跡

区東家文書)， u尾跡地蔵講御帳JJ，11西宮講帳J]，

『恵比寿祭礼帳c~ (尾跡区公民館保存文書)， 11葛山
つづらやま

区祭礼帳類Ji8) (葛山区保存文書)， 11蜜柑覚帳f

(尾跡区東家文書)などの地方文書が残存して

おり，これらの資料から，近世における農産物

の栽培状況や価格を把握することができる。

河内村・塩屋村本方田畑地引合改御図御帳JJ10) 

(以下「宝暦検地帳」と略す〉には，各田畑の

所持者・面積・所在地(下げ名)・枚数・等級区

分が記載されている。さらに各所持地面積には

「蜜柑仕立Jr櫨仕立Jr松仕立」などの面積が

内書きされ，概要ながら当該時期の生産者別

「仕立」面積を集計することが可能である。

これらの文書は，前者が一種の「生活記録」

であり，後者は為政者によって編纂された「藩

行政資料」であるから， r生活記録」と「藩行政

資料」との聞には，文書の作成に関わる基本的

な性格の違いが存在するとみてよいであろう。

とくに，地域住民が日常生活の経験を通して書

き記してきた「生活記録」は，その記録の時間

的長さ・形式・内容において，各文書聞に差が

ある。このため，文書相互間の比較検討はもと

より，他資料と対比させるなど，資料吟味が必

要である 11)。しかし，生産を担い自己の生活を

維持してきた地域主体者が，生産環境としての

「自然」を相手に営み続けてきた農業生産の実

態と生活の諸側面を知る資料としての価値はき

わめて高い。

また， こうした「記録」は，記録する者の生

産を基盤に据えた生活の中で形成される「価値

意識Jを的確に反映しているとともに， r価値意

識」のあり方によって記載内容と記録密度が大

きく左右される「限界」をも包含している問。

「吉凶後鑑録』の記録は，元禄2 (1689)年

から始まり， 11尾跡地蔵講帳』の記載が文化 7

(1810)年からはじまる。両文書聞には 123年

間の差があるが，現在のところ文化 7年以前の

産地動向を知ることのできる資料は， 11吉凶後

鑑録』以外に発掘されていない。したがってこ

の123年間の動向は，対比し客観化するための

同質資料を欠くことになる。さらに『吉凶後鑑

録』の冒頭に「天明八年再書」と添え書きがあ

り，元禄2年から天明 8 (1788)年までの記録

は，それ以降に比べて記載内容が簡略であると

さらに，熊本県立図書館には慶長・寛永・宝 ともに，量的にも少ない。したがって， r天明

暦・明和の検地帳が所蔵されており，これらの 八年再書」の段階で記録者による内容の取捨選

検地帳のうち， r賓暦十四年飽田郡五町手永 択が行われた可能性を否定できない。
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本稿では『吉凶後鑑録dl !I尾跡地蔵講御帳』

の資料的「限界」をふまえて 2文書を，生産

者段階に焦点を当てた産地動向を解明する資料

として使用したい12)

周知のように検地帳は，生産手段の所持状況

を所持者ごとに集計することによって，生産構

造を把握し，村落構造を推察するうえできわめ

て有効な資料である。なかでも宝暦検地帳は，

田畑の所持面積に蜜柑・櫨・雑木・松などの

「佐立」地面積が内書きされていることから，

「仕立」作目などのより詳細な生産実態を生産

者段階で把握することが可能となるとみてよい

であろう。本稿では，宝暦年間における柑橘の

生産構造を推察する資料として「宝暦検地帳」

を使用したい。

しかし， I姓」が一般庶民に使用されていな

かった近世において，所持者別耕地面積を集計

する場合，一自然村内に居住する複数の同名者

は，所持者別に所持面積を確定するうえで大き

表 1 1"宝暦検地帳」記載内容の概要

(河内村・塩屋村〕

言己 載 事 項 記載概要

署名捺印者数(帳付者〉 334名

内訳圧屋 1名

頭百姓 6名

小百姓 327名

同一名数・のぺ人数 82個・ 203名

内訳記載者 2ケ所 I 53名| のベ 106名

記載者3ケ所 I 21名 ! のべ 63名

記載者4ケ所 I 6名 l のベ 24名

記載者5ヶ所 I 2名 ! のべ 10名

『賓暦14年飽田郡五町手永河内村・塩屋村本方田

畑地引合改御図御帳』より集計， 一部『河内町史

柑橘・民俗編』より引用

一名の者ののベ人数は 203名であって，末尾帳

付者総数の約 6割に相当する叫。これらの同一

名者は「宝暦検地i懐」の記載において，名請人

な障害となる。さらに，所持地が確定できない としての片書あるいは付書きなどもなく，また

同名者を階層構造の解明過程で除外することは， 耕地のそれぞれに記載された所持者名には印影

除外される人数の全体に占める割合と比例して がないため，居住自然村を特定することができ

結果の客観性が失われることにつながりかねな ない。

し、。

たとえば表 1に示したように「宝暦検地帳」

の集計結果で見てみると，検地帳の末尾に掲載

された署名捺印者数(以下「帳付名者」と称す〉

は 334名であり，その内訳は庄屋 1名，頭百姓

6名，小百姓327名である。帳付者(i帳付百姓〕

の中にはかなりの同名者が確認できる。「宝暦

検地帳」の末尾に書かれた帳付者一覧において

同名者名の下に捺印された印影を比較してみる

と，一部印影の不鮮明なものを除いて，明らか

に印影の異なることが確認できる。したがって，

圧屋から小百姓までの 334名が宝麿14(明和元〉

年における当該村落の農業従事者数であると仮

定すれば， 334個の「経営体J(農家)があった

と読み替えることができるであろう。

l限付者一覧表に登場する同一名を集計してみ

ると， I源七JI徳右衛門」が 5カ所に登場する

のを筆頭に， 82個の名前に重複がみられる。同

そこで， 82個の名前，のべ人数 203名の同一

名者について，耕地に付された下名を手がかり

に「自然村J15)ごとに「名寄せ」を作成してみ

ると， 39個の名前が各自然村内にー名ずつ登場

してくる。したがって，この時期の河内村・塩

屋村の土地所持が自然村内に限定されていたと

すれば，これら同一名者の土地所持状況は各々

の名前が確認できる「自然村」に所属すると決

定しでも差し支えないであろう 16)。また，残り

43個の同一名者の場合，村内に所持地が限定さ

れていたと仮定しても，同一名者数が自然村数

以上に確認できることは，その帳付者が「小百

姓」以上であって「水呑み」を含んでいないこ

とから，それぞれの所持者について個々の所持

地状況を「自然村」との関係で確認することが

できない。

しかし，ここで問題になるのは，宝暦14(明

和元〉年段階で，耕作者の所持地が河内村・塩
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屋村の自然村域を越えていないと仮定すること 橘栽培の生産構造の一側面を解明し，検討を加

の可否である。そこで，耕作者別所持地の空間 えたい。先述したように，分析の対象となる農

的分布状況を推察する一つの方法として，所持 家数が減少することは結果の客観性に影響を与

地が確定できる単一名者の実態をみてみる必要

がある。

表 2は，この実態を集計したものである。所

持地が自然村域の範囲内のみにある農家は，表

示した農家全体の38.2%でしかなく，残り 61.8 

%の所持地が 2自然村域以上にまたがることが

判明する。この中のさらに20.8?~の農家は 3

自然村域以上に所持地が分散してしる。また，

表 1に示した河内村・塩屋村居住者 334名から

同一名者ののベ人数 203名を差し引し、た 131名

と表 2の戸数合計との聞に存在する 13名の耕作

地所持者は，検地帳末尾の帳付者名の中に確認

できないため，塩屋・河内村以外の居住者と考

えられる。

表2 所持地の分布範囲(複数の同名者を除く〉

所持地の分布する自然村域1} 1戸数l泊所持戸数

1自然村域内に分布する農家 55I 20(36.4%) 
2自然村域におよぶ農家 59 I 20(33.9%) 

3自然村域におよぶ農家 23 I 17(73.9%) 
4自然村域におよぶ農家 7 I 5(71. 4.~ρ 

合計 lω同2(43.1%)

注 1)ここでいう自然村域とは，河内村内を分割す

る清田村・中川内村・葛山村と塩屋村一村の各

村域をさす。

2)表1に示した帳付者 334名から，複数同名者

203名を差し引し、た数値と141名との差は，河内

村・塩屋村以外の居住者とも考えられる o

こうしたことから，当該時期における河内・

塩屋村など周辺村落の耕地所持状況は，かなり

の数量が自然村の域を越えていたとみてよいの

ではなかろうか。したがって，各農家の所持地

が各々の白然村域内に限られていたとする仮定

は，きわめて妥当性を失うことにならざるを得

ない。

以上のことから，本稿では柑橘栽培の生産構

造の解明にあたって，単一名者のみを対象に限

定して，河内村・塩屋村の近世中期における柑

えることになるが，この点は資料の持つ「限

界」と考えざるを得ないことを予め断わってお

きたい。

さらに，記載内容に統一性がみられ，経年的

に変化の過程を追跡できる地方文書は，尾跡地

区(現河内町尾跡)にしか残存していない。本

稿で柑橘栽培の生産構造を分析するための「宝

暦検地帳」は，河内・塩屋両村(近世後期の

「手鑑」類で両村は， I河内村庄屋」の下で一

村として五町子永の中で扱われている)のもの

である。これらのことから，両文書が対象とし

た空間は，厳密な意味において同一地区ではな

い17)点も，現存資料の持つ「限界」である。以

下，これらの地方文書を手がかりとして，近世

期の河内柑橘にみられる地域性の諸側面を分析

してみたい。

ill. 生産者の文書にみる近世中・後期の

生産概要

河内柑橘がし、つ頃から地域住民の生活維持手

段として機能を果たしてきたかについては，必

ずしも詳らかになっていない。残存する地方文

書の中から T吉凶後鑑録』および「尾跡地蔵講

帳』を手がかりとして，柑橘類の作柄と販売に

関わると思われる部分を抽出し，先述した資料

の持つ「限界」をふまえ，柑橘栽培の地域動向

を概観していきたい。

表 3は，元禄期から享和年閉までを対象18)と

して， IF吉凶後鑑録」から柑橘栽培の作柄と価

格および米価 C~ 、ずれも漢数字は算用数字に改

訂〉を抽出し，整理したものである。文治政治

の転換期として一般に指摘されている元禄一正

徳期から享保・寛政の改羊などを経過するこの

時期を一区分にすることの是否については，こ

こではさておくとして，民衆記録の中に残され

た栽培状況のみを対象として動向を概観してみ

TこL、。

肥後藩が天和元(1681)年に「蜜柑植付方等
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表 3 元禄~文化年間の柑橘価格と作柄

西両i 号 JE霊会?凶l鰐i(吉凶後 j益軒門11西国元号 12府中l霊長〉(吉凶後1:塁手戸
l6891元禄 2年 蜜柑少シ， 高値 1731 享保16年 5~6 分

雷ふる
1732 享保17年 3~4 分

l690 元禄 3年 6~7 分 高値 1733 享保18年 就方十分 下値
l691 元禄4年 小みかん 安値 2~3 分 値段よし

1， 000個が
1俵 173 享保20年 8~9 分 下値也

1~=:i 元禄 5 年 2~3 分 50文 173 元文元年 3分

l「元禄6年 十分なり 25文 1737 元文2年 ヤケ

1694元禄7年 2~3 分 1738 元文3年 就方十分 安し

l695元禄8年 7~8 分 1739 元文4年 3分

1696 元禄9年 少なし 1740 元文5年 8分位

1697 元禄10年 就方十分 1741 寛保元年 2~3 分 諸式高し

l698 元禄11年 2~3 分 1742 寛保2年 7~8 分

1699 元禄12年 就方十分 下{直也 1743 寛保3年 2-3分

l700 元禄13年 ならず 1744 延享元年 7~8 分 値段安し

1701 元禄14年 就方十分 30文 1745 延享2年 5分位 値段ヨシ

1702 元禄15年 就分方 2~3 1746 延享 3年 作も吉

1747 延享4年 高蜜値柑も諸式
1703 元禄16年 7~8 分 安し

1704 宝永元年 3~4 分 1748 宝延元年 十分就方也 ヤスシ

1705 宝永 2年 値段高し 1749 宝延2年 ナシ

1706 宝永 3年 下値なり 1750 宝延 3年 7~8 分 ヤスシ

1707 宝永4年 蜜柑よし 1751 宝暦元年 蜜柑値段高

1708 宝永5年 5~6 分 値段高し
シ

1709 宝永 6年 7~8 分 1752 宝暦2年 ナラズ

1710 宝永7年 少なし
1753 宝暦3年 就方十分

1711 正徳、元年 7~8 分 下値なり
1754 宝暦4年 ナシ

1712 正徳 2年 就方十分 値段やすし
1755 宝暦5年 7~8 分

1713 正徳 3年 ナラス 値段十分
1756 宝磨6年 下値也

1714 正徳4年 7~8 分 1757 宝暦7年 就方十分

1715 E徳5年 ナシ 1758 宝暦8年 ナシ

1716 享保元年 就方よし
1759 宝磨9年 7~8 分就

方也
1717 享保 2年 少し 1760 宝暦10年 蜜柑もなし
1718 享保 3年 7~8 分

1761 宝暦11年 5~6 分
1719 享保4年 3分

1762 宝暦12年 蜜柑も値段よし
1720 享保5年 就方十分 値段安し 1763 宝暦13年 蜜柑少
1721 享保 6年 2~3 分

1764 明和元年 日やけ
1722 享保7年 8~9 分 安し 1765 明和2年 就方少シ
1723 享保8年 記録欠落 1766 明和3年 7~8 分 値段吉
1724 享保9年 就方ナシ

1767 明和4年 3分位
1725 享保10年 4~5 分

1768 明和5年 7~8 分
1726 享保11年 6~7 分

1769 明和 6年 3分位
1727 享保12年 記録欠落

1770 明和7年 就方十分 下値となる
1728 享保13年 就方十分 値段ヤスシ

1771 明和8年 なし
1729 享保14年 ナシ

1772 安永元年 7~8 分
1730 享保15年 5~6 分
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号

1773 安永2年 蜜柑木かれ 寛政3年 蜜柑(木立 7~8 米1俵40匁

1774 安永 3年 7~8 分 値段吉 匁但し11月上
旬9匁位なり〉

1775 安永4年 5~6 分也

111779拘2 
寛政4年 11月上6匁位 米1俵50匁

1776 安永5年 就方少し 値段高シ
寛政5年 蜜柑 3~4 匁， 米 1 俵28~

1777 安永 6年 値段ヤスシ 澄10匁位 30匁

1778 安永7年 少シ 1794 寛政6年 蜜年柑母5匁，匁燈， 米 1 俵28~

1779 安永8年 少なし 久 13 也 29匁

1780 安永9年 4分 1795 寛政7年 蜜柑4匁(12月〉 米1俵25匁
位なり

1781 天明元年 燈蜜柑5~6 匁 寛政8年
11匁5月匁，蜜也1柑2月土 6~内，外久年母10匁 7 大上
7. 

1782 天明 2年 蜜し柑き1高5値匁也(珍〕ら 11~=~ 寛政9年 蜜柑8匁位 米1俵30匁

1783 天明 3年 燈蜜柑(少5~シ〕6 値匁段， 
1798 寛政10年 就分方 4~5 蜜柑月11月5.5匁，

12 上 6匁，久

よし 年匁母位， 燈12~13

1784 天明 4年 就方十分 蜜年柑4.5匁位， 久 寛政11年 ならず
母10匁

1785 天明 5年 なし
澄蜜柑匁(就位5 方~十7匁分)

1800 寛政12年 蜜柑 11月上 9
位匁也， 12月 9.5匁

15 

1786 天明 6年 蜜柑 5 匁~久年 1801 享和元年

空入久う貨〈〉年卒後れ者人母小木種231天0C目匁匁よ1匁J5りと匁， 質い

米1俵45匁

母 7~8

1787 天明 7年 蜜柑8匁位

1788 天明 8年
蜜母，柑燈6匁12:匁久也年

蜜柑久木月年1立6母匁125〉5 匁
米1俵50匁

1789 寛政元年 蜜柑5匁，久年米1俵30匁 燈(1，2 匁
母ナ、ン，燈12~

13匁也 1803享和3年
蜜(柑12月木間立断1〉5匁

米1俵40匁

1790 寛政2年
蜜匁匁柑木久年立 6~7 米 1俵27-

位也 母上15

!作柄(吉凶l価格〈吉凶後!米価(吉凶
後鑑録〉 鑑録)後鑑録〉フロ!作柄(吉凶|価格(吉凶後|米価(吉凶11E9~1後鑑録)~I 鑑録〕 l後鑑録)~~II西暦l号西暦|元

価作柄，『吉凶後鑑録dl(河内町尾跡区・東家文書)より筆者表化。資料中の漢数字は算用数字に改めた。

格，米価は，本文中の意を誤らない程度に簡略化して表示した。

ができるし，販売に供する収量を得ることがで

きる蜜柑樹を所持していたと考えられる。とす

れば，当時の栽培実態を勘案して植栽が始まっ

た時期は，天和年間以前でなくてはならないこ

とになる問。

当該時期の記載実態をみると，天明年聞に行

われた「再書」の過程で，どの程度の取捨選択

がなされたのか不明で、ある。しかし，元禄期か

ら天明期の記載に毎年欠かさずに「蜜柑」に関

する事項が登場することは，記録者の「生活」

に蜜柑の作柄・価格の変動が大きく影響を与え

ていたことを予測させる。さらに，表示した期

間の全般にわたって，ほぽ隔年ごとの周期性を
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之儀達之事j (大覚帳頭書〉の達を出している

こと， u肥後国誌』に「当村併玉名郡小天村辺

蜜柑甘荒多シ， 蜜柑ハ里俗貞享ノ比ヨリ植始

メj19)とあることから，この時期に肥後藩が植

栽を奨励したとも考えられる。 ところが， r蜜
柑植付方等之儀達之事」が出されたわずか 6年

後から始まる『吉凶後鑑録』の記録には，元禄

2 (1689)年の項に「蜜柑小シ，雷ふる j，同 3

年に「蜜柑六七分，値段高シj， 同 4年に「蜜

柑千を壱俵といふ，値段安シj， 同 5年に「蜜

柑三，四分就方他，壱俵五十文程なり」とある

ことから，船津村尾跡の東家の蜜柑は，すでに

採果・俵装し販売に供せられていたとみること



わる諸物価の基準は米価にあった。このため蜜

柑の価格変動と米価の推移を比較検討すること

は，生産を担ってきた庶民の生活維持手段とし

て蜜柑が果たしてきた「機能」のー側面を吟味

することに連なると考えられる。

図 1に示した安永10年から文化 6年に至る29

年間の価格動向を概観すると，蜜柑は表・裏年

に伴う収穫量の変化に連動して価格の変動を繰

り返すものの，比較的安定した推移を示し，撞

は価格の下落傾向にある。これに対して，久年

母は天明 6(1786)年から寛政 2(1790)年に

かけて，およそ 2倍の価格上昇が認められる。

寛政 4'~ 5年にかけて尾跡の米価が急騰する

が，こうした傾向は，蜜柑をはじめ久年母・燈

には認められない。同様に，寛政7年以降米価

が上昇しはじめ享和期にピークを迎えるのに対

して，久年母・憧・蜜柑は，寛政10年段階に至

ってから価格の上昇が現れてくる。また価格の

ピークは，憧・久年母が享和元 (1801)年に，

蜜柑が文化元 (1804)年に現れてし、る。

享和 2年以降の大坂における肥後米の価格21)

と比較してみると，尾跡の米価はほぼ大坂のそ

れに類似した趨勢を示し，蜜柑にみられるよう

な小刻みな価格の変動は現れてこない。このこ

とは，一地方である尾跡の米価が大都市の米価

と連動していること，換言すれば蜜柑に比べて

より広い市場園を当時すでに米が形成していた

もった作柄の変化が認められることは，当該時

期の肥培管理が未発達であったことを暗示して

L 、る。

ほぼ隔年ごとに認められる作柄の変化は，的

確に「価格」に反映している。河内村での蜜柑

の生産量の変化が敏感に価格変動へと連動して

いること，寛政年間以降「蜜柑立木」の形で価

格が表示されてくること，寛政 3(1791)年の

「蜜柑十一月上九匁位なり。木立七八匁位なり」

とあることや，寛政8年の項に「十一月蜜柑上

六七匁，十二月大上七匁五分也」とあるように，

蜜柑の価格が変化することなどは，当時の仕向

市場が規模的に小さかったこと，蜜柑の質の差

が価格に反映する状況がすで、に整ってきていた

こと，出荷形態(俵装と立木売り〉による価格

差が現れてきたことなどを示している。こうし

た実態は，すでに18世紀末の段階において，蜜

柑など柑橘類が「商品」としてかなり重要な機

能を栽培者の家計経済に果たしていたと考える

ことができる。

『吉凶後鑑録Jの記録から， 蜜柑など柑橘

類の平均価格と米価の動向が判明する安永 10

(1781)年から文化 6(1809)年までの期間を

示したのが，図 1である。残された記録の実態

から，蜜柑(小みかん，以下同様〉・憧・久年母

.米の価格動向の推移のみを比較してみたい。

周知のように，当該時期における庶民生活に関

か一小みかん

ー・久年母
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図1 小みかん・久年母・燈・米の価格変動(安永10(1781)年~文化6(1809)年〕

注〉柑橘類価格は各年の収穫時期に示された安値の平均価格

資料)Ii吉凶後鑑録JIIi近世後期における主要物価の動向』
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図2 小みかんと米(尾跡・大阪〉の価格変動(文化7(1810)年~元治元(1864)年〕
注〉小みかんの価格は各年の収穫期に示された安値の平均価格

資料)If吉凶後鐙録JlIf近世後期における主要物価の動向』

とは，貯蔵による出荷時期の調整がなされ，文

化 8年・天保4年の項の各々に「高瀬JI熊本」

の地名が登場することは「立木売り」など庭先

取引から特定地域への「出荷」がなされていた

ことを示している。さらに天保年間以降「船

積」価格が記録されてくることは，坪井川を利

用した熊本城下への回漕を含むとしても，有明

海内海の水運を利用した沿岸地域への出荷がな

されていた可能性を予測させる 22)。

栽培品種においては，元禄期から登場する蜜

柑(小みかん〕・久年母・撞に加え，文化 8年

「朱奨も高シ」とあり，文久元年以降「雲外|橘」

が登場してくる。温(雲〉ナ1'1橘は，小みかんが

最高値を形成する 12月の段階で，小みかんの

約 2倍の金額で取り引きされてし、る。近世末期
ザボy

には小みかん・憧・久年母・朱策・温州、|橘など

多品種にわたって柑橘類が栽培されていたこと

が判明する。近世中・後期にみられるこうした

動向は，蜜柑など、柑橘栽培が地域生産者の家計

経済に大きな影響力を持つ段階にまで発達して

きていたことを的確に示している。

近世中・後期において，地域住民の重要な生

活維持手段として機能するまで7こ発達した河内

柑橘は，どのような生産構造の下で展開されて
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ものと考えられる。こうした米価の変動に対し

て蜜柑価格が，享和 2(1802)年から文化 3

(1806)年にかけて現れた米価の趨勢と逆の動

きを示していることに注目しておきたい。

こうした尾跡の米価と大坂での肥後米の価格

との関連は，図 2に示した文化年聞から幕末に

かけても認められる。しかし両者の趨勢が 2~

3年のすーれを伴って現れてきている点が特徴的

である。尾跡における蜜柑価格と米価の変動を

比較すると，文政年間・天保年間・嘉永~安政

年間の各々で米価の停滞期や下落期が認められ

るのに対して，この時期に蜜柑の価格が上昇し

ていることが確認できる。とくに米価の下落期

に現れた蜜柑価格の上昇は，生産者にとって蜜

柑作が， より有効に生活を防衛する機能を持ち

得たと考えられる。

いずれにせよ，すでに近世中期以降，柑橘栽

培は，地域生産者の家計経済に大きな機能を果

たしていたとみてよいであろう。こうした生活

維持手段としての柑橘栽培の有効性は，仕向先

の拡大・出荷形態および栽培品種の多様化を伴

ったものであったとみてよかろう。

表4からいくつかの事例を拾ってみる。文政

2年に「久年母値段吉，貯ひ置物也」とあるこ



表4 柑橘の作柄と価格の推移(河内町〉

西暦(元号|作柄(吉凶 l価格(吉凶後鑑録〉
1 /u '3 1後鑑録)

l米価(吉凶|作柄(尾跡-1{面格て尾扇面I来而信跡
|後鑑録)地蔵講帳) 1 j歳講帳)地蔵議帳〉

18041文化元年 i 蜜30柑匁11月10匁. 12月燈米1俵32匁

蜜柑母12月 8~9 匁， 久米匁1 俵31~32 
年 15匁

18051文化2年

蜜柑木立 (9月匁時分久〉年米匁1 俵34~35
1母0匁:~~燈12月12

高し

18061文化3年

18071文化4年 蜜10柑匁木立10匁. 12月も 位古也米1俵36匁

蜜，柑燈11月8匁，大上9米1俵42匁
匁 20匁

18081文化5年

秋不作 蜜柑木立280匁匁. 12月上米1俵30匁
10匁，燈

18091文化6年

蜜柑11月10匁也 米1俵30匁位成方極々少ク
一6~8向匁立7売位匁木買イ売ニも而6， 無

米 1 俵27~28
匁位イ

之 ~
5. 

18101文化7年

i笥作なり
蜜朱吉9匁然甘木，も高高立額γ 8匁 後ユ者

米1俵30匁位蜜柑七分 蜜柑木立位(売り〉匁米斗1 俵27~28
，ニ澄而拾も値匁，段

とL、ふ也 7~8 匁
18111文化8年

蜜柑8匁，久年母20匁
匁古，匁米新1米俵12俵8 

蜜柑十分実 蜜匁柑，上木立所値8段匁位7 祭り前匁1石新28 
也 ~29:n.. 米

26 イ 27匁位イ

18121文化9年

蜜柑10匁也 新米1俵30匁
蜜当時柑木(立9売候月〉買，迄前古米ハ値35段匁位祭，新り

一向無之 米30匁

18131文化10年

蜜年柑上11月匁7匁. 12月米1俵32匁 蜜歩位柑成かた六値之段極々下値有
前匁占米夏時祭値分匁4位段り2 久 母20 也 位イ，
35~36 

イ，匁新米
32 位

18141文化11年

1815¥文化12年 秋作十分 蜜柑木立上7匁. 12月
8匁位，久年母25匁也

米1俵33匁 蜜柑満作 蜜柑木立7匁替
古3352.米匁5匁8位月下中旬旬

富所秋種{乍半け蜜柑木匁立上7匁也匁，位11 米1俵35匁 蜜柑拾分一 蜜匁柑位木立 6~7
33古25匁匁米位位8，月新下旬米なり 子も 月8:n.. 12月9 な

なきという所 り

18161文化13年

も有之候也

蜜柑12月上12匁位也 新米匁 1 俵32~蜜柑成方拾分

蜜柑，折8I値木無N 段、之IL9官ち匁時ぎり

古米40匁斗
33 出位

イ迄

18171文化14年

共粟甘，も薯根実植入入ら候らすすへ， 
蜜柑燈122月匁上 7~8 匁 米 1 俵35~36蜜柑成成実方近年値段相場者一向
位. tll'.1 位也 匁 ーの 也 相わかり不申候

18181文政元年

蜜柑三四分就蜜匁柑65匁位匁.11月7新米1俵32匁蜜柑殊外不蜜柑6匁値位段 6.5~
方 12年也月8 :n..段燈吉20匁(立なり

作〈ー:.)三と申ケ作市之
6. 

也ひ，置久物 母{直 ， 貯
なり

18191文政2年

蜜柑上11月下旬8匁也米 1 俵34~35蜜柑成実八分値相替段者当時迄ノ、新古米米3者32匁7位匁，位
匁他 り不申候

18201文政3年

蜜柑年9匁也. (12月燈，
久母値段高し〉

18211文政4年

18221文政5年 蜜年柑7.5匁，也12月燈・
久母20匁
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西暦!元 号 Ii，1盟(吉凶 i価格(士凶後鑑録) I米価(吉凶|作柄(尾跡(価格(尾跡地!米価(尾跡
| !後温琢) 日 |後鑑録)地蔵講帳) 1 I議議帳)地蔵講帳)

18231 文政 6 年 i蜜柑七八分就|蜜柑11月上10匁，久年|米 1 俵31~321蜜柑中分
方 l母20匁 l匁位也

18241文政7年|蜜柑十分 |蜜柑 7~8 匁位， 12月| 陸相当所拾分|蜜柑値段木立ハ
上 8~9 匁，大上10匁成方 16匁位
後20匁

18291文政12年

新

匁

候

か
臼

之

は

匁
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無

匁

n
U
7

え
の
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。
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古
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古
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位
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ほ

柄
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柑
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蜜
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蜜
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匁
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場
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方
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相
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9
諸

難

就

就

而

柑

穀

候

穀

な

月

'

計

柑

柑

総

蜜

五

成

五

と

8
風

亡

蜜

分

蜜

分

年

年

年

年

年

年

8

9

m

U
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3

 

政

政

政
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保

保

文

文

文

文

天

天
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t
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U

T
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白
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っ
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。
ム

q

d

q

U

0

6

0

0

n

白

0

6

0

白
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司

自

ム

噌

E

4

噌

E

ム

唱

・

ゐ

噌

・

ム

噌

E

ム

米 1俵47匁

古米47~48匁
新米50匁まれ
也

蜜柑木立値段|新米43~45匁
8.5匁替也

蜜柑就方八分
通

米値段45匁位
諸式高値

18301天保元年

18331天保4年|蜜柑十分之就|蜜柑熊本ニ而 4.5匁， 1新米1俵41匁|蜜柑木立つら
方なり |船積4匁位也 |白米1升1.41多

匁也

18341天保5年 i蜜柑極々 少、ン|蜜柑11月下旬10匁，久
年母無シ，澄35匁位也

蜜柑5匁 !米 1俵50匁 |蜜柑就実八分|蜜柑値段 5匁 l米112匁
通

米1俵62匁 l蜜柑就方拾歩

古米値段55匁
斗，新米42匁
斗

18351天保6年

日361X保7年|罪柑十分之就l蜜柑木立ロ 米値段63匁

18371天保8年 l蜜柑五六分之1蜜柑7.5匁
就方

米 1 俵80~901蜜柑成方 5~1木立者於玉名表|新米値段67~
匁(段々上り)16歩ト風間ス17.5匁位と申事168匁位イ
110匁， 秋新
米 1俵68匁，
白米1升 2.3
匁となる

18珂天保9年|秋作七八分， I蜜柑上 8~9 匁，澄吋米 1 俵70匁， I蜜柑就方例年l蜜柑値段8~91新米値段70匁
蜜柑極々少シ|匁，久年母70匁也(高l白米 1升 2:21の拾歩 |匁 (位

{直なり)匁

18391天保10年|秋作十分 |蜜柑6.8匁，初11月7.51米1俵80匁，
匁， 12月澄・蜜柑高し1白米1升1.8
也 |匁(新米〕

18401天保11年|秋作大韓十分|蜜柑11月7匁， 12月上|米 1俵52匁， I蜜柑なり実極
8匁，燈15匁位也 |白米 1升1.51極なし

匁

蜜柑木立値段7
~8 匁位イ

18411天保12年|蜜柑七八分就|蜜柑(初〉船積ミ 6.5匁|米 1俵46匁，
方 |木立ハ 7匁位， 12月上|新米 1 俵33~

8匁 134匁位なり

匁
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日
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西鷹!7G 号 l Z霊会宇凶|価格(吉凶後鑑録〉 l2EAF凶[臨議P1g事ぽ跡地i議会長?
1843 天保14年 蜜柑I三11月8匁， 12月

5匁80，月匁後米1俵35
新米値段35匁

9匁，燈35匁也 米1俵 位

1844 弘化元年 蜜柑少、ン 蜜柑11月上10匁，匁12月米也1米俵150匁， 米50匁之値段
大上12匁，燈30 匁白 升1.7

1845 弘化2年 蜜柑十分就方蜜柑船積5匁， 11月上米1俵50匁， 蜜柑拾分 蜜柑値段5匁 米匁値段38~39
6匁， 12月大上8匁 匁白位米也1升1.6

1846 弘化3年 6月冷蜜柑々敷無{戻蜜柑11月上10匁，匁12月米匁1匁俵白52~53 
故，シ大上15匁，澄50 米1升

1.7 

1847 弘化4年 蜜柑六七分就蜜柑上10匁，燈高値也新米1俵升54匁
方 白米 1*1. 6 

~1. 7匁

1848 嘉永元年 蜜柑十分就方蜜柑木立8匁， 11月匁上
米1匁.7，1匁俵白也5米2~15升3 

蜜柑なるみ三蜜柑木立10匁 古米25匁，新
(9久匁年， 12月大上10 也 歩通 米22匁ニ而

母40匁〉

1849 嘉永2年 蜜柑三分就方蜜柑12月上12匁也 米匁，匁1 俵白61~62 蜜分柑通就方四五蜜柑値段船積11
米1升 匁

2 

1850 嘉永3年 蜜柑11月 11~12匁， 12 米1米俵18升0匁2，蜜歩ー柑例も年無之之十 米1俵60匁位
月大上15匁也 匁白 ，6 首米月9月にハ

90匁

1851 嘉永4年 蜜柑就方七八蜜柑11月8匁位， 12月9米1俵85匁， 何方茂豊年と
米古匁匁夏，米頃新1叩升米k21Z，2 9 分 匁也，澄25匁なり 匁白也米1升2，7 相きこゑ

1852 嘉永5年 蜜柑六分就方蜜柑12月上10匁也，久米1俵65匁，匁 蜜柑熊本10匁 米十分，匁値段
年母30匁也 白米 1升2 52~53 

也

1853 嘉永6年 蜜柑七八分就蜜F甘木立 7.5匁，船積米1俵45匁 蜜分柑成方六七蜜匁柑位値イ段 8~9 新米1 升1.9匁，
方 7匁， 12匁月上8匁，匁大 と相申見へ， 米1.8匁

上8~ 971，澄25 やけ候

1854 安政元年 蜜柑少、ン
蜜柑船1月4蜜積匁11匁， 熊本ニ 米1俵5俵5匁1.

蜜買E(9!者柑?月樹中〉、木15今匁蜜 ト春~5米ハ55米匁4位~1俵5イ55，匁4 上 大上15 也匁白米 1f1ie 1. 8 
而(12 柑，上々20 匁匁， 
澄・久年母60~70匁〕 私12'"""'13語匁新位イ

1955 安政2年 蜜柑木立7.5匁，熊本米1俵41匁也蜜柑なり方十蜜匁柑俵前 7~8

4新有事米匁7~極之反米4候古1々183刊米匁J升K俵値之位11俵御イも4 

ニ而上 8~9 匁， 12月
分中にト相見も見少へし，ゃ 位イ

大値上也12匁， 燈(なし〉高
け相へ

1856 安政3年 蜜柑11月上15匁 新米1俵45匁蜜座柑成方無御値す段儀ノ、評議付
新位米匁値，イ段古45~ 候，夏之日 46 米50

早候ニ而あへ申 匁

1857 安政4年 蜜柑六七分位蜜柑11月上11~12匁也米匁1 俵54~55
之就方也 12月大上15匁，し燈〉高く

侯也(久年母な

1858 安政5年 蜜柑二分之就蜜柑11月上13匁， 12月米1 俵自63~64 無蜜柑御成座方候一向蜜無匁柑御，木売座立買侯1之5取~1扱6 
成7古新319米米匁匁3値位位90段斗月匁位イ

方也 大上15~16匁也〔久年匁2，匁 米1升 37-
母なし〉

エ1俵相

位

1859 安政6年 蜜柑六分就方
蜜柑木1匁0立，匁7.5匁， 11月米匁1 俵白64~65 
上871， 12月上9匁， 2匁 米1升
大上
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西暦(フじ 号 |作柄(吉凶|価格(吉凶後鑑録〉
後鑑録〉

1米価制|作柄(尾跡|価格(尾跡地|米価(尾跡
後鑑録〉 地蔵講帳〉 蔵講帳) 地蔵講帳〉

1 

860 万延元年 蜜方柑也三分之就蜜柑12月上17~1580匁匁， 米 1俵75匁，
大上30匁(久年母 〉匁白米 1升 2.2

861 文久元年 蜜分柑就方七八
蜜柑12州8月ihC凶船2涌匁積3匁01匁5大~， 16匁

米 1俵 85匁蜜柑成方七八値段10匁位イニ 析之前米 2.4
熊匁本ニ 上27(2俵月6〉2，餅米匁分ト相見へ申 売出シ申候 ~2.5 匁ニ而

，雲 久年 1 fiZ62~63 {民
母70~

862 文久2年 蜜柑三分就方蜜柑木立12~13匁，後餅米 1俵65匁
分 14~15匁， 10月雲上熊州久橘

上35匁， 12月匁也大 年本
ニ而17~18 :ZU:!!， 
母70~80匁

863 文久3年

蜜1上上7柑~後々21〈1808匁-匁時'1〈高9匁?値1〉之也2月)倖，蜜悶大柑

米 1 俵64~65嘗年蜜柑成実樹立ハ 13匁位古米 1俵63匁
匁也 八七合通 イ，売然買共10匁位新米58~59匁

イ 有之 位イ

864 
文(元久治4年元 蜜柑匁上12匁位， 援悪、敷匁米俵匁7也14俵，匁68~69 去年敷分蜜之ノ、就秋柑作も 近節位年季一之高値也

50:ZL， 久年母54~55
餅米 1宜七 方も六 イニ 17~18匁

年〉 位也

865 慶応元年 蜜柑12月上28~29匁，
米(19升1月A俵3〉. 130匁

蜜柑なり実五木立20匁，熊本新米1俵 130
大上50匁 ，8匁白米六分ト相見 ヘハ25匁位イ 匁

866 慶応2年 蜜柑12月上34~35匁， 米1俵 280〉匁， 蜜柑之儀ノ、至木立相場25匁ニ

不取故場2米曲作，山上1匁古来z俵不米方!而巾ュ宅，之付未候相而
燈70匁 (9月25俵0匁2 而不作ニ而二而御座{民

望米 1fiZ 270 三歩之見込ニ
而

867 慶応 3年 10月雲匁州橘上80~90匁米 1俵 200匁

大匁上90 上，蜜30柑匁24~25 餅~2米401匁俵 230
， 12月匁 ， 大匁上

32~33:ZL， 澄 100

『吉凶後鑑録.JI(河内町尾跡区東家文書)， If'尾跡地蔵講帳.JI(尾跡区公民館保存文書〕より筆者表化。資料中の

漢数字は，算用数字に改めた。作柄，価格，米価は，本文中の意を誤まらない程度に簡略化して表示した。

いたのであろうか。 r宝暦検地帳」を手がかり

そのー断面を解明してみたい。

とを示している。畑面積に対する蜜柑仕立地の

割合は 4.1%であり，松仕立の 0.2%， 雑木仕

立の o.7J~ に比較して，かなり高い率を示して

L 、る o
IV. 宝暦検地帳に現れた生産構造とその特質

宝暦14(1764)年における河内村・塩屋村の

「宝暦検地帳」に掲げられた帳付者の所持地を，

記載された地目に沿って単純に集計すると，田

方面積が 7町 7反 4畝12歩，畑方面積が34町 7

反 9畝14歩，合計42町 5反 3畝26歩となる。こ

のうち，蜜柑仕立地が 1町 4反 3畝13歩(うち

6歩は田方)，松仕立地が 1反 6歩，櫨仕立地

が 1畝 6歩，雑木仕立地等が 2反 5畝 5歩とな

る。畑地率が81.8.%と高いことは，河内村・塩

屋村のなかで水田可耕地が河内川流域に沿った

部分にしかなく，生活維持のために山腹斜面地

が主要な生産の場として位置づけられてきたこ

宝暦14年の河内村・塩匡村の耕地を，地目別

・等級別ならびに利用形態の概要について「宝

暦検地帳」の「但し書」を参考にまとめてみる

と，表 5のようになる。「宝暦検地帳」で「回」

と地目区分された耕地面積は 7町 7反 4畝12歩

であるが，そのうちの 4反21歩が「一部または

全部」畑として利用されており，かつ 8畝歩が

「屋敷地」の但し蓄がある。米の生産とその量

が地域住民の生活のあり方に大きく作用する近

世において，わずか 6.3%でかつ下回以下の耕

地であったとしても，田の一部または全部が畑

として利用されていたこと，しかもその 9歩が
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表5 地目別等級別耕地面積と土地利用の概要

地日および等級 !面 積

検地帳で、田方に区分された耕地 I 7町 7反4畝12歩

・田として耕作されている耕 I7町 2反5畝22歩

地

うち上

中

田 1 3町 6反2畝10歩

田 1 2町 7畝10歩

歩

歩

歩

歩

〉

叩

幻

日

幻

柑

畝

蜜

畝

3

歩

8

反

反

反

反

9

2

3

5

4

ち

町

う

1

i

f

t

、、

国

田

田

て
し

下

と

々

畑

地
々

が

耕
部

る

下

下

下

全

い

地

ば

て

敷

た

れ

屋

ま

さ

は

部

用

際

一

利

実

検地帳で畑・山畑に区分された

耕地

蜜柑仕立地

松仕立地

櫨仕立地

雑木仕立等

34町 T反9畝14歩

1町 4反3畝 7歩

1反 6歩

1畝6歩

2反5畝11歩

「宝暦検地帳」より集計， この表の「蜜柑仕立地」

とは柑橘類「仕立地」を意味する。

蜜柑仕立地であったことに注目しておきたい。

畑方地目は「畑Jと「山畑」に区分されてい

る。地域の自然環境の反映として現れた畑(以

下「普通畑」と称す)と山畑の比率は 1 2で

ある。普通畑面積11町 8反 3畝 6歩の等級区分

をみると，上畑が34.1%，中畑以下がほぼ20%

ずつを占める。蜜柑仕立地23)は 3反 7畝20歩で，

松・櫨・雑木等の仕立地合計 2反 2畝17歩より

広く，普通畑の3.2%を占めている。また山畑面

積は22町9反 6畝 8歩であり，下山畑が39.7%，

下々山畑33.6%，上・中山畑21.5%と下山畑以

下が 7割を越し，普通畑の等級別面積構成に比

べて大きく異なる o 蜜柑(柑橘類，以下同様)

等仕立地面積は，蜜柑が 1町 5畝17歩(山畑面

積に占める割合4.6%，以下同様)，松が 9畝27

歩 (0.4%)，櫨27歩，雑木等 3畝18歩 (0.2%) 

と，各々の仕立地面積の山畑全体に占める割合

は，普通畑の場合よりも高くなっている。

こうした傾向は，畑方総面積に対する蜜柑仕

立地率が 4.1%であることに照らし合わせた時，

蜜柑の仕立地率が畑より山畑で高いことを示し

ている。さらに，畑・山畑ともに等級の低い耕

地ほど仕立地率が高いことから，本国畑におい

ては従来からの作物栽培を維持し，比較的土地

生産性の低い耕地を中心に柑橘栽培が展開して

いたことを示している。

それでは，全般的に示された土地利用上の特

色は，各自然村域(現在の大字にあたる〕にど

のような形で現れていたのであろうか。表 6は，

自然村域別に地目別耕地面積を集計したもので

ある。耕地面積の各村落間分布を概観すると，

中川内村が全体の32.8%を占め，葛山村，塩屋

村が25.3%，25.8%とほぼ同率を示している。

清田村が16.1%でしかないのは，村域の広狭に

基づくものである。

回の分布は一定規模の河川の存否と関連して

おり，河内川の流下する葛山・中川内・清田の

各村に限定されている。中川内村が回面積の

34.9%を占めるのは，当該村落が河内JIlの最下

村

葛山村

中川内村 113 9 6 201 2 5 3 191 4 2 31 6 6 3 251 7 1 151 151 5 3 

清田村 16 8 3 1 41 1 6 1 161 3 5 fi 2?1 9 4 231 3 9 141 151 3 1 14 

塩屋村

-IT 1425土ι三~l_l~_11I~
「宝暦検地帳」では蜜柑，櫨，松・雑木等の仕立地は回，畑，山畑の面積に内書きされているが，ここでは

各々を抜き書きして集計した。なお，蜜柑仕立地のうち，葛山村の 6歩と清田村の 3歩が下々下回に，他は

畑・山畑に植えられている。

- 33-



葛山村

中河内村

清田村

塩屋村

全体

。 25 50 75 100% 
匿君田
区SI畑
医冨山畑
璽圏柑橘類
堅m櫨
匿璽松・雑木等

図3 自然村(現大字)531]地目別耕地面積構成

注) 1"宝暦検地帳」の記載では蜜柑，檎，松，雑木等仕立地は，田，畑等の面積に

内書きされているが，本表では土地利用構成をみるために抜き書きし，図化した。

流部に位置するためである。また，山腹緩斜面 は，先述したような資料的制約によって所持地

が比較的広く分布する中川内村，清田村は，畑 が確定できる 138名(戸〕の生産者を対象とし

面積の34.7%，30.7%をそれぞれ占めている。 て，宝暦14年の河内村・塩屋村における農業生

山腹斜面が有明海に迫る塩屋村は，地形的制約 産構造と，その中での柑橘栽培の実態をみてみ

が地目構成に反映し，山畑が他村に比べて卓越 たい。

してし、る。 表 7は，所持地の確定できる 138名の所持地

当該時期の蜜柑仕立地面積の各自然村別構成 および栽培地が，全体に占める割合を示したも

比率をみると，中川内村が49.8%と最も高く， のである。所持者の確定した耕地面積は，検地

次いで、清田村が27.5%，葛山村が15.2%，塩屋 帳に記載された総耕地面積の46.0%である o 田

村が 7.5%の11演になる。塩屋村が畑・山畑の構 方に植栽された蜜柑園地の 9歩と下々下畑 1畝

成比率が 4カ村中最も高いにもかかわらず，図 6歩を，面積的に僅少であり，かつ偶発的な結

3に示したように蜜柑仕立地の面積構成比率が 果として除外すると，田面積は全体の46.5%，

低いことから，この時期の園地分布は河内川流 畑・山畑面積は45.9%と，ほぼ総耕地面積の割

域に集中していたと考えられる。 合に匹敵する O したがって，所持者の確定した

各村の蜜柑仕立地が集中した下げ名をみると， 耕地の田畑構成は，全体の構成を反映している

葛山村では平野，中川内村では上越・居石，清 とみてよいであろう。また表 7で対象とする農

田村では居屋敷などである。これらの下げ名で 家数が全農家数の41.3%に当たることから，所

示される場所は，現存の地籍図で見る限り，畑 持者の確定した農家の平均所持地面積は，所持

・山畑面積が各村内で最も集中した所であると 地の確定できない複数同名者の平均所持地面積

ともに，熊ノ岳・川内山南斜面もしくは西に聞

けた斜面地で、あって，いずれも集落に比較的近

より大きいことになる。

河内村・塩屋村の田方総面積に占める所持者

接した日当りのよい傾斜畑である 2判。したがっ の確定した田面積の割合46.5%を基準として等

て当時の柑橘栽培が，肥培管理技術の発達度合 級別に構成比率をみると，下回を最大として，

を反映した形で，樹木の生態学的条件を充たす

耕地を選定しながら，傾斜畑のより有効な利用

形態のーっとして営まれていたとみることがで

きるのではないだろうか。

では，こうした柑橘栽培は， どのような生産

構造の下で展開してきたのであろうか。ここで

上田・下々回で比率が上回るのに対して，中国

・下々下回で比率が下回る。同様に畑・山畑に

おいては，上畑・山畑と下畑・山畑において比

率を上回り，中畑・山畑と下々畑・山畑におい

て比率が下回っている。こうした田・畑などの

等級別にみた構成比率の実態は，所持者の確定
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表7 所持地確定者の地目別用途別構成

総面積
地目および用途| 面 積(構成比率) 1 に対す

l iる割合

田畑面積|問5反6畝2別 00.0%)1 46.0% 

田 3町5反9畝22歩(18.4) 46.5 

うち上回 1町7反4畝5歩( 8.9) 48. 1 

中田 8反5畝20歩( 4.4) 41. 3 

下回 6反4畝24歩( 3.3) 53.9 

下々回 1反6畝12歩( 0.8) 48.4 

下々下回 1反8畝15歩( 1. 0) 36.6 

蜜柑仕立 6歩( 100.0 

畑・山畑 15町9反7畝 ( 81. 6) 45.9 

うち上畑・山畑 3町2反1畝19歩(16.4) 48.9 

中畑・山畑 2町1反7畝18歩(11. 1) 45.6 

下畑・山畑 5町3反4畝2歩(27.3) 46.6 

下々畑・山 4町4反1畝22歩(22.6) 43.4 
畑
下々下畑・ 1畝6歩( 0.1) 100.0 

蜜山柑畑仕立 5反9畝21歩( 3.1) 41. 7 

松仕立 3畝12歩( 0.2) 33. 1 

櫨仕立 27歩( 75.0 

雑木仕立 1反6畝23歩( 0.8) 66. 1 

表8 規模別農家構成と柑橘類栽培農家数

(所持地確定者のみ〉

農家数 (単位:戸， %) 
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した総田畑面積を否確定者のそれとの聞に差が

あることを示している。

同時に，稲作・普通畑作での差は， I仕立地」

面積の比率の差にもなって現れている。すなわ

ち櫨仕立や雑木等の仕立面積において，所持地

が確定できる者全体の面積率は優るものの，蜜

柑・松等の比較的生産性の高い仕立地の比率が

低いのである。

表 8は，所持地が確定できる農家のみを対象

として，所持地の規模別農家構成を示したもの

である。当該時期の河内村・塩屋村における農

家の経営規模は，すべてが 2町歩以下であるこ

とから，表示した農家の中に， いわゆる「豪

農J25)的農家は存在していなかったとみてよい。

具体的に規模別構成をみてみると，最も構成

比率の高い階層は， 34.8%を占める 5畝未満層

であり 5畝から 3反未満に至る各階層は，

18.8%， 15.9%， 18.8%とほぼ近似した構成比

9( 12.7) 

2( 2.8) 

2( 2.8) 

率を示しているのが特徴的である。同時に当該

地域において比較的規模が大きいと思われる 5

反から 1町歩以上層(具体的には 2町歩未満)

をみると，わずかに1.5%ずつを占めるのみで

ある。このことから，規模別にみた農家数の全

体的階層構成は， I一握の土地持ちと大多数の

零細農」といった構図にはならず，筒型に近い

パターンを示しているとみてよいであろう。

また，当時の農業生産において最も重要であ

った水田の所持状況を規模別農家構成との関連

でみると 5畝から 3反未満層に所持農家が最

も集中していることが判明する。こうした状況

は，当時の地域農業を担った中心がこの階層に

あったことを予測させる。

蜜柑仕立地を持つ農家を階層構成との関連で

みると，栽培農家が各階層全般にわたって存在

していること， 1. 5 反~3 反未満層において水
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田所持農家数より柑橘栽培農家数が多いこと，

栽培農家率が1. 5 反~3 反未満層で84.6%， 3 

反~5反未満層で 75.0%， 5反以上層で 100.0 

Zときわめて高いこと，地域内では零細規模層

にあたる 5畝未満層においでさえ柑橘栽培農家

率が22.9%であることなどが指摘できる。こう

した柑橘栽培農家率の高さと全階層にわたる栽

培農家の存在とは，多くの地域住民の「生活」

に， i商品」作物としての「蜜柑」作が深く関

わりあっていたことを的確に示しているとみて

よし、。

要な担い手が，これらの階層にあったとみるこ

ともできるであろう。

ところが，柑橘(蜜柑)栽培面積率〔表中の

A/B x100)をみると，いわゆる零細規模農家

の面積率は他の階層に比べて低くはなく 1町

歩行以上層の4.7%を除けば 5畝未満層の3.4 

%， 5 畝~1 反未満層の3. 3%は 1 反~1. 5反

未満層以上の各階層の面積率より高い。したが

って所持地内に占める柑橘栽培地の割合の高さ

は，栽培を担う各農家の家計経済内における柑

橘の影響の強さを現わしていると考えることが

さらに農家の階層構成に現れた諸特質は，各 できる o

農家階層の所持または栽培する耕地面積の構成 それゆえに，各階層聞の面積率分布の実態か

にも的確に現れているとみてよいであろう。ず ら，当該地域での柑橘栽培が当時 1 反~1. 5 反

なわち 1町以上層の所持する耕地は全所持面 未満層の1.8%を境として，それ以下層と以上

積の14.0%でしかなく，際だった土地の集中が

みられないこと， 1. 5 反~3 反未満層が全所持

面積の28.4%を 3 反~5反未満層が22. 1%を

それぞれ占めていることなどから，土地所持の

観点からみてもこれら中規模層に比較的土地所

持量が多く，地域農業の主たる担い手であるこ

とを予測させ得る O しかし，農家の構成比率で

34.8%を占める 5畝未満層がわずか耕地の 4.8

Zを所持するにすぎないことは，上述の実態と

層の 2つの「層構造」を伴って展開していたと

みることもできるのではないだろうか。ちなみ

に各階層の平均戸当たりの栽培面積を算出して

みると 5畝未満層から 1町歩以上層にかけて，

8. 7， 16. 6， 10. 7， 23. 1， 39. 4， 57. 0， 195. 0 

(し、ずれも「歩J) と順次変化していくことから，

この時期の河内村・塩屋村の柑橘栽培が全層的

に拡大していたとみてよかろう。

図4は，各所持者ごとに，総所持地と柑橘栽

ともに，所持地規模が 2畝に満たない農家が約 培面積との関係を示したものである。全般的傾

35%も存在していたことを示している問。 向をみると，所持地の増加につれて栽培面積を

以上のように階層聞における所持地の分布状 拡大する傾向を示す農家群と，所持地の増加と

況を概観すると，明瞭な階層分解の形態は認め 関係なく栽培面積が一定規模内に留まる傾向を

られず，当該地域における中規模農家層を中心 示す農家群に大別できる。同時に，所持地が比

とした所持地の階層間分布形態が読み取れる。 較的小規模な農家に，柑橘面積率が10%を越え

また 5畝未満層にみられるいわゆる「零細規 る傾向を示す部分が認められる。このような各

模層」が一定の比率の下で存在していたことが 農家の分布形態は，柑橘栽培が，中・上層農家

指摘できる。柑橘栽培面積の階層間分布におい においてはいわゆる「多角経営」の一端として

でも同様に， 1. 5反~3 反未満層を頂点に， 3反 栽培されていた傾向が強く，所持地の規模が比

~5反未満層の所持j也を合わせると全体の48.1 較的小規模な農家に柑橘栽培面積率の高い農家

%を占め，ほぽ半分に近い栽培面積をこの 2つ

の階層が所持していたことを示している。さら

に 1町歩以上層の所持する面積が21.7%を占

めることから，この 3つの階層が全体のおよそ

7割の柑橘栽培地を所持していたことになる。

すなわち，当該時期における柑橘栽培面積の主

が同時に存在する状況が読み取れるのではない

だろうか。

いずれにせよ，近世中期の河九村・塩屋村の

柑橘栽培は，栽培規模において地域内の上層農

家の寄与率が高く，家計経済的に 1反未満層に

より強く機能する「二層構造的傾向」を示しな
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図4 所持地面積規模と柑橘類栽培面積との関連

注〉仕立地率 A : 2. 5% B: 5.0% C: 10. 0% 

資料)r宝暦検地候」

がら，全階層によって生産が支えられていたこ

と，したがって多くの農家の家計経済に柑橘栽

培が果たす地域的機能が形成されていたことな

どの諸特質を指摘することができる。こうした

柑橘栽培の農家家計経済に与える「機能」の構

築は，前段で分析した柑橘類の「商品」化の発

達過程に裏付けられたものであることに多言を

要しない。

v. r商品」化と生産構造!こみる柑橘栽培の

地域的意義

わが国における伝統的柑橘産地の大部分は，

近世においてすでに「名産地」としての社会的

位置を作り上げていたと指摘されている。しか

し，こうした「名産地」の柑橘が，いつごろか

ら「商品Jとして生産者の家計経済に機能して

きたかということについては，従来必ずしも詳

して一定の機能を果たしてきたことが判明した。

すなわち，柑橘類の「商品」としての存在は，

T吉凶後鑑録』の元禄 5 (1692)年に「蜜柑三

四分就方也，壱俵五拾文程ナリ」と，また同 6

年には「蜜柑十分ナリ，壱俵二拾五文」とあり，

当時すでに「蜜柑」が販売されていたこと，俵

装 1俵単位で価格が形成され取り引きされてい

たと考えられること，収穫量の多少が価格に反

映していたことなどから推察が可能である。

柑橘類の「商品」としての形は，元禄 4(1691) 

年の項に「蜜柑千を壱俵といふ」とあるから，

当時の栽培品種である小みかん1， 000個詰め 1

俵を単位として取り引きが展開していたとみて

よい。寛政年間 (1789~1801)以降になると，

従来の「俵J当たりの価格に加えて， r木立」の

価格が新たに登場し，俵装に加えて立ち木売り

の形態が導入されてくる。さらに 2つの「商

らかにされてきていない。 品」形態が明瞭な価格差を伴っていたことも判

九州における伝統的柑橘栽培地域の多くは， 明した。

近代初期に「名産地」として一定の産地形成が 「尾跡地蔵講御帳』の文化14(1817)年の項

なされていたことを，安部熊之輔は指摘してい に「蜜柑成方，拾分一，値段ちぎり出八，九匁

る。近代初期に確認される「名産地」は，近世 位イ，木立昔時迄一向無之(取り引き，カッコ

における発達過程を除いて存在し得ない。近代 内筆者注〉侯」とある。「一向無之」とは，取

初期に「名産地」と指摘されてきた諸産地のな り引き過程において双方の値段が折り合わない

かから熊本県下の代表的産地である河内町河 ことによって惹起したと考えてよい。ちなみに

内・塩屋地区を事例として近世地方文書と藩政 『尾跡地蔵講御帳』の文化 7 (1810)年の項に

文書を分析してみると，近世中・後期において， ある「蜜柑極々成方少ク，売人拾匁相場，買人

柑橘栽培が地域生産者の家計経済に「商品」と ハ六，七匁位ニ而，一向売買も無之，買人も前
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二ヶ年木立拾弐匁，拾壱匁ニ売候処，六匁，五 後期にいたる過程で現物の換金化過程を目的範

匁八分位ニ挽イ候故，荒々身家ニ懸ル程之事故， 障においた形で、生産されてきたことが判明した。

此節も商繁昌不住候」の記録は， r蜜柑」が買い こうした状況は，柑橘類の取り引きを媒体に，

たたかれた結果， r身家ニ懸ルJr事故」と意識 生産者と買取り人との社会的位置関係を明瞭に

されていたこと，天保年間以前には特別な搬送

手段が記録されてこないことなどから，庭先で

の相対取り引きによる価格形成が行われていた

と考えられる。

したがって柑橘生産者は，すでにこの段階に

おいて，自己の生活を維持する一つの手段とし

て「蜜柑」を機能させるために，現物をし、かに

多くの貨幣に置き換えるかとし、う問題を抱え込

んでいたことになる。柑橘類の生産は，単に生

産のみに終始するのではなく，貨幣化の過程ま

でが生産の目的範轄に属するように変化したこ

確立してきたと考えてよいであろう。

「宝暦検地帳」の分析結果を重ねあわせると，

当該地域の柑橘類が近世中期の段階で各階層聞

に広く拡大し，かつ商品作物として栽培され家

計経済に一定の機能を果たし得たことになる。

近世中・後期における産地の実態は，肥後54万

石の中心であった域下町熊本の発展をはじめ，

有明海沿岸の島原・佐賀・柳川I.高瀬など周辺

諸都市の発展を基本的な条件としながらも，生

産の「場」に関わる「自然環境」を介して生産

者が判断した他作物に比べた柑橘栽培の相対的

とを示している。とくに寛政年間(1789~1801) 有利性が大きく作用しているとみてよい。

以降，柑橘類の価格が月別・品種別に，また近 たとえば天明 2 (1782)年の場合，蜜柑価格

世後期に至っては等級別に記録されてくること， が「珍しく高値」であったとしても，小みかん

「珍しき高値J(天明 2 く1782>年入「後小天よ 1俵の値段が米 1俵のおよそ半分にあたること，

り買入れ人二拾匁といふJ(享和元く1801>年)， 近世中期の蜜柑が比較的安値の場合でも米 1俵

「蜜柑木立八匁……高瀬ニ而拾匁J(文化 8 の価格が小みかんの 3~4 俵に相当すること，

く1811>年)， r久年母値段吉，貯ひ置物也J(文 同時期の久年母・撞の場合1.5~ 2俵に匹敵す

政 2く1819>年λ 「熊本ニ而四匁五分，船積四匁 ること，近世末期に登場する温州、|橘もほぼこう

位也J(天保 4く1833>年)など，仕向先，売り

渡し人，出荷時期に関わるこれらの記録とは，

すべてが「価格差」に関連したことをあわせて

記録している点に収紋することができるであろ

う。

近世の後期段階で一層明確になってくる貨幣

化過程までを目的範曙においた河内の柑橘栽培

は，必然的に産物の交換過程で売人と買人との

位置関係を構築していくことになる。たとえば

『尾跡地蔵講御帳』の文化 7 (1810)年の記録

に，生産者が現物の換金過程を「商L、」と位置

づけていること，相対取り引きにおいて対前年

比30%以下の安価でも蜜柑を売り払っているこ

となどが，両者の位置関係を明確に提示してい

る。

以上の事柄から，近世中期段階で当該地域の

柑橘類は，商品作物として栽培され家計経済を

維持する一つの手段として機能していたこと，

した傾向を示すことなどは，寛政11(1799)年

の「蜜柑ハならず，五俵七俵或ハ十俵と云者計

也」と言う記録と関連させてみたとき，不作年

でわずか10俵の収穫しかなかった農家でも，そ

の販売代金が米の 2~3 俵に相当することにな

る。

水田適地に乏しく，畑・山畑が主たる生産の

「場」であった河内村・塩屋村の場合，地域内

で相対的に生産性の低い畑・山畑を中心に存在

した柑橘仕立地は，価格換算においておよそ 4

分の 1内外の稲作空間に相当する貨幣収入をも

たらした。当該地域は肥後米の産地の一部であ

りながら，元来山腹斜面を生産の場としてきた

地域住民にとって，米自給量を地域内で生産す

ることが不可能であった。このため，柑橘類の

販売を通して得た貨幣で米を購入するというこ

とが，水田を所持するのと同じ機能を果たして

いたことになる。
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しかも，大坂・京都などで米価が高騰し，米 生産者が記録した品種別・換金時期別・仕向地

の買占め打ち壊しが頻発した天明 3 (1783)年 別による価格の変動に関わる克明な記録が逐次
すみれ

の凶作飢謹の年の記録に「春飢館，葛根，蓋を 増加していくことから推察することができる。

ほり喰物とす。世間に飢死あり(哀危世の形成 とくにこうした傾向は近世後期に至って顕著に

態むへし)。当村ニハ左様の者ハ無シ」とあり， 現われ，搬送方法・栽培品種・換金方法の多様

この年の柑橘類が収穫期をむかえた10月におけ

る新米価格が 32匁/俵，これに対して蜜柑の価

格が6.5匁/俵とも記されてし品。米に比べて需

要弾力性が高い蜜柑価格のおよそ 5倍程度で，

飢謹の年の10月に米 1俵が購入できたことにな

る。飢鐘そのものの発生が社会体制のあり方に

よって増幅されるとしても，柑橘栽培が，経済

的混乱期にも地域住民の生活維持手段としてか

なり有効に機能したと考えられる。したがって

嘉永 5 (1852)年の記録に「聖ケ塔ニ畑四畝弐

拾分代銭三百五拾目，小川内儀右衛門殿より尾

跡中ニ市買受け候也Jとあるように， 1"資金」の

地域内蓄積をも可能にしたので、はなかろうか。

以上のように，近世中・後期を通して河内村

・塩屋村で展開してきた柑橘栽培は，生産性の

低い山腹斜面を生活の場として限定された地域

住民の生活維持手段として，重要な意義を形成

してきたとみてよいであろう。

VI.まとめ

近代初期において，わが国には， いわゆる

「名産地」と称せられる多くの果樹産地がすで

に存在していた。こうした実態は，柑橘産地に

化などに象徴される。

柑橘類の生産と「商品」化過程の発達を根底

で支えてきた生産構造を， 1"宝暦検地帳Jを基

本的資料として所持地の確定できる者を抽出し

分析してみると，所持地規模別構成において所

持地の集中，階層の分解などは明確に確認でき

ず，所持地の階層間分布から，いわゆる中規模

農家層が当該時期における生産の主たる担い手

であったことが判明した。こうした状、況を敷約

して，柑橘栽培の主要担い手層も中規模農家居

にあるものの，全層的に柑橘栽培が拡大してい

た実態は，永年性作物の持つ営農的特質を鑑み

たとき，一つの地域的特質として指摘できる。

階層別に柑橘仕立地率をみると 1町歩以上

層を別として，仕立地率は中層農より零細農家

層に高く，柑橘類生産の家計経済に与える影響

が零細規模層により強く現われることが指摘で

きる。しかしその規模は，所持地規模と関連し

てきわめて零細である。したがって柑橘栽培の

家計経済への影響・生産量・栽培面積などの観

点からみると，当該時期の柑橘栽培は，家計経

済への影響度が強い零細層と，生産量・仕立地

面積をおもに担う中上層農以上層の「二層的生

おいても例外ではない。近代初期の「名産地」 産構造」を伴って展開していたと推察できる。

は，近世における一定の発達を背景として存在 近世中期において柑橘類が地域の全階層にょ

したことは多言を要しない。しかし現段階にお って栽培されてきたことは，地域住民にとって

いて，柑橘産地の近世における発達状況は，必 生産手段と一体になった生産環境を介して，他

ずしも十分に解明されているとは言いがたい。 作物に比べ，生活維持手段として相対的有利性

九州、|の伝統的柑橘栽培地域の一つである熊本 を持っていたからに他ならない。元来，米の地

市河内町を事例に，地方文書と藩政文書を手が 域内自給が不可能な当該地域において，生産性

かりに近世中・後期の産地実態を分析した結果， の相対的に低い所持地に植栽された柑橘は，

当該地域の柑橘は， 17世紀末に「商品」として 「商品」として機能することによって，地域住

すでに機能する側面を持っていたこと，明治期 民に水田を所持するのと同等の役割を果たした

の発展の基盤が近世末期にはできあがっていた ことが大きく作用していたとみてよいであろう。

ことなどが判明した。近世中期から後期にかけ むろん柑橘類の「商品」化に対し，自給的農業

て柑橘類を「商品」として確立してLぺ過程は， 生産と近隣の城下町熊本など都市の発展に伴っ
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た柑橘市場の拡大が，柑橘栽J音の地域的機能を

根底において支えてきたことは多言を要しない。

柑橘の仕向市場は，表・裏年に現われる収量

の変化が価格に敏感に反映されることから，狭

小であったと考えられる。米価と連動しない柑

橘類の価格動向は，逆に米価の下落・飢謹によ

る高騰に伴って惹起する社会的物価変動に対し

て，生産を担う地域住民の「生活防衛」に大き

な機能を果たしたとみることができる。また，

こうした生産者段階で、受け止められた柑橘栽培

の「意義」が，産地の発展を生産の場において

支えてきたと考えられる。

しかし「商品Jとして柑橘が機能することは，

同時に生産者の生産を基盤とした「生活」全体

をいわゆる商品経済に移行させることにも連な

っており， r商品」の売買を通して売り手と買

い手の新たな社会関係を構築していくことにな

る。こうした側面は，富の集中分散をてこに，

地域内の社会的階層構造を変容させる原動力と

して作用するとみてよいであろう。したがって

宝暦14年段階で示された生産構造が，近世後期

に一層進展する柑橘の「商品化」に伴って変容

することは，当然予測される。この点の解明に

ついては今後の課題である。

(日本大学経済学部〉

C注〕
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集第7巻果樹』所収， 5 ~181 頁)には，筆者

が現地踏査をもとに調べた産地の実態が記載され

ている。

4)河内町史編集委員会 (1991): [f河内町史』熊本

県飽託郡河内町，全 6巻。

5)県立図書館に保存された藩政文書は，おもに検
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文庫j として熊本大学図書館に保存されている。
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ては， iF河内町史資料編第三』に収録されたもの

を使用した。

9) [j'蜜柑覚帳』は，尾跡区東家の蜜柑を中心とし

た農産物の販売控帳である。この文書の詳細な分

析は，今後の課題の一つである。

10) r宝暦検地帳Jは現河内町全域に相当するもの

が残存している。蜜柑仕立地の内書きは，河内村

・塩屋村の他に船津村・白浜村についても同様に

記載されているが，ここでは最も集中して仕立地

が現れる河内村・塩屋村の「本田畑地」のみを対

象とした。なお各村の仕立地の状況については

『河内町史柑橘・民俗編』を参照されたい。

11)筆者は， [j'尾跡地蔵講御帳』を例にした「生活

記録」の諸特質について，松村祝男 (1987) 民

衆の記録した農業災害一熊本県河内町尾跡地区の

事例ー，地理誌叢， 28-2， 26~38買において吟味

した。

12)記録される「事象」の選択基準は，記録者の生

活に与える影響の度合が強く作用しているとみて

よい。また記録に現われた表現などは，記録者が

直面した「事象」を経験しているか杏かによって

大きく異なるとみられる。前掲11)。

13) 2文書を選択した理由は，柑橘の「商品」化過

程を追跡するうえで，これらの文書が生産者の手

によって書き記されたものであること，経年的に

記載され脱落がほとんどないことにある。

14)近世の一村落内に同一名者がし、ることは取り立

てたことではなし、。しかしのべ人数203名にも

及ぶのは，帳付者総人数に対する比率からみて注

目に値する。こうした事柄が惹起する原因は，五
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町手永の河内村・塩屋村(文政8年「五町手永略

手鑑帳」では両村が「川内村庄屋」の下で一括し

て扱われている〉が広域であること，河内村内に

葛山・清田・中川内の 3自然村が含まれているこ

となどにあると考えられる。この問題については

今後検討を加える機会を得たい。

15)ここでいう「自然、村」とは，村落共同体の基礎

となる地域社会で，同ーの氏神(信仰〉を中心と

して形成された地域社会と規定しておきたい。日

本地誌研究所編 (1977): IF地理学辞典』二宮書居，

292頁。

16)たとえば葛山村の「源七J，清田村の「源七J，

中川内村の「源七Jといった区分が可能となる。

17)尾跡地区は近船津村に属するが，明治22年に施

行された町村制によって，河内村・塩屋村・船津

村・白浜村が合併して河内村となる。河内町史編

集委員会編 (1993): IF河内町史通史編下』を参

照されたい。

18)享和年間をもって区分したのは，寛政の改革が

挫折終結し，家斉の政治体制に変容する時期にほ

ぼ符合すること，比較することのできる地方文書

の存否などによる。

19)前掲10)，8~9 頁。

20) 戦後開発された密植法で、は 4~5年で成国にな

るが，これ以前は，肥培管理を行ないながら成闘

化まで 8~10年を要した。したがって，肥培管理

技術の未発達な段階にあった当時は，成園化まで

かなりの時聞を要したとみてよいであろうし，実

生にて酋木を養生した場合はさらに長時間を要す

るからである。

21)三井文庫編 (1989): IF近世後期における主要物

価の動態』東京大学出版会， 125頁。

22)たとえば，近世の状況を継承していたと一般に

指摘されている明治初期の仕向地をみると，島原

・柳川・佐賀をはじめ，県内の川尻などが登場す

る。前掲10)，118~158真。

23)普通畑における蜜柑仕立地は，下々畑以下の等

級地に分布する。

24)肥培管理技術が未発達な段階では，園地の分布

が，より生産環境〔自然条件〉の優れた場所に限

定される傾向が強い。松村祝男 (1974) 藤枝市

西方を中心としたみかん作の地域的展開について，

千葉商大論叢， 11-3B， 54~81頁。

25)ここでいう「豪農」とは，生産者であり，かつ

経済力を背景に社会的権力の末端を担う性格を持

つ農家と一応規定しておきたい。惇田 功(1978)

: IF豪農』教育社， 227頁。

26) 2畝未満の農家層が，所持地の経営のみで生活

の維持が可能力、否かを検討することが必要であり，

あわせて他の生活維持手段の存否の分析が今後の

課題として残るが，ここでは水田所持農家の存在，

柑橘園地率の相対的高さのみを取り上げておきた

L 、。
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本研究を遂行するにあたり，終始ご指導を賜った

河内町史編纂委員会田辺哲夫委員長と，地方文書・

藩政資料の閲覧・複写にご尽力を賜った熊本市河内

総合支所の荒木孝道氏にこの場をかりで厚く感謝を

申し上げる次第である。なお本稿の一部は歴史地理

学会第 150回例会で報告した。
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COMMERCIALIZA TION AND PRODUCTION PROCESSES OF ORANGE 

CUL TIV ATION IN THE MIDDLE TO LATE EDO ERA: 

THE CASE OF KAWACHI-MACHI， KUMAMOTO PREFECTURE 

Norio MATSUMURA 

Many studies have reported that different fruits had already become 、ommercial
crops" in the late Edo era. However， the p巴riodof commercialization and the production 

processes of these crops have not been identified. Through the analyses of old documents 

and land records， this study identified commercialization processes and production struc. 

tures of oranges in the middle to late Edo era in Kawachi-Shioya District of Kawachi 

machi， Kumamoto pref，巴cture.

The results can be summarized as follows. While the origin of orange production 

in Kawachi-machi is not certain， a documents shows that some oranges， mainly Kinokuni 

mandarin， already were sold in the Genroku period. Commercial oranges gained a variety. 

Whereas Kinokuni mandarin， bergamot， and bitter oranges were the only commercial 

varieties in the middle Edo era， shaddock oranges were added in the Bunka period， and 

the Unshu variety b巴camecommercilized in the Bunkyu period. The sales in the pro・

ducers' houses dominated throughout the Edo era. From the middle Edo era， the sales 

in boxes were added to the sales by tr巴es. The sales price documents came to include 

the difference price in different seasons in the Kansei period. In the Bunsei period， 

high sales prices of stocked fruits were recorded. In the Tempo period， Kumamoto 

became one of the shipping places and shipping by boats were recorded since then. The 

price changes since the middle Edo era do not correspond to those of rice. On the 

contrary， the price tended to go up when rice price dropped. 

The analyses of the 1764 land records revealed that oranges w巴reproduced by 

the farmers of all cconomic classes. Whereas the most production acreage was covered 

by the middle to upper class farmers， the economic importance was greater in the lower 

class farmers. We do not know， however， if this situation lasted until the late Edo巴ra.

Production and commercialization processes of this area in the middle to late Edo 

period reflected the respons巴 ofthe residents， whose settlement area was unsuited to rice 

production， to social changes through orange production. The production and commer. 

cialization effectively protected the residents from economic changes. The foundation of 

the development of orange production after the Meiji era was already established in the 

Edo period. 
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